
愛 知 県 市 町 村 合 併 支 援 本 部 設 置 要 綱                            
 
 （目的） 

第１条 愛知県における市町村合併に関する自主的な取組を、全庁的な体制のもと

で、総合的かつ効果的に推進し、支援するため、愛知県市町村合併支援本部（以

下「本部」という。）を置く。 

 （所掌事項） 

第２条 本部は次に掲げる事項について決定し、これを推進する。 

(1) 市町村合併の推進及び支援に係る方針の企画立案に関すること。 

(2) 市町村合併の推進及び支援に係る施策の総合的な調整に関すること。 

(3) 上記のほか、市町村合併の推進及び支援に係る重要事項に関すること。 

 （組織） 

第３条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。 

２ 本部長は知事をもって充て、副本部長は副知事をもって充てる。 

３ 本部員は別表第１に掲げる者をもって充てる。 

 （本部長及び副本部長） 

第４条 本部長は、本部を総括する。 

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。 

 （会議） 

第５条 本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、本部長が議長となる。 

 （幹事会） 

第６条 本部に、本部の所掌事項に関する課題について整理検討させるため、幹事

会を置く。 

２ 幹事会は、幹事長及び幹事をもって組織し、それぞれ別表第２に掲げる者をも

って充てる。 

３ 幹事会の会議は、幹事長が必要に応じて招集し、幹事長が座長となる。 

 （庶務） 

第７条 本部の庶務は、総務局総務部市町村課地域振興室において処理する。 

 （雑則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関して必要な事項は、本部長

が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成１３年４月１６日から適用する。 

この要綱は、平成１４年４月１日から適用する。 

この要綱は、平成１５年４月１日から適用する。 

この要綱は、平成１６年４月１日から適用する。 

この要綱は、平成１７年４月１日から適用する。 

この要綱は、平成１７年７月７日から適用する。 

この要綱は、平成１７年１０月１日から適用する。 

この要綱は、平成１８年３月２０日から適用する。 

この要綱は、平成１８年４月１日から適用する。 

この要綱は、平成１９年４月１日から適用する。 

この要綱は、平成２０年４月１日から適用する。 

この要綱は、平成２４年４月１日から適用する。 

この要綱は、平成２６年４月１日から適用する。 

この要綱は、平成２７年４月１日から適用する。 

この要綱は、平成３０年４月１日から適用する。 

この要綱は、平成３１年４月１日から適用する。 



別表第１ 

本部員 政策企画局長 

総務局長 

人事局長 

県民文化局長 

福祉局長 

経済産業局長 

農業水産局長 

建設局長 

スポーツ局長 

企業庁長 

教育長 

警察本部長 

 

別表第２ 

 

 

幹事長 総務局総務部市町村課長 

幹 事 政策企画局秘書課長 

総務局総務部総務課長 

総務局財務部財政課長 

総務局総務部市町村課地域振興室長 

人事局人事課長 

県民文化局県民生活部県民総務課長 

福祉局福祉部福祉総務課長 

経済産業局産業部産業政策課長 

農業水産局農政部農政課長 

建設局土木部建設総務課長 

スポーツ局スポーツ課長 

企業庁管理部総務課長 

教育委員会事務局管理部総務課長 

警察本部警務部警務課長 


